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第１ ○○住宅について 

 

（１）団地概要 

   住 宅 名：県営○○住宅 

   所 在 地：〒○○○－○○○○ 

○○市（町）○○○ 

   完 成 年 度：昭和○○年度 

   構 造：○○構造 

   管 理 戸 数：○○戸 

   入居世帯数：○○世帯（令和○年○○月○○日時点） 

 

（２）移転支援の開始について 

   県営○○住宅は、建物の老朽化が進行しており、今後、耐震性

能の低下などが予想されます。県としましては、入居者の方々の

安全・安心を確保するため、「県営住宅の集約に伴う移転支援の

方針」に基づき、近隣の公営住宅を基本に移転を進めていく必要

があると考えています。 

   また、県全体で公営住宅等の需給バランスがとれていること

や、○○市（町）とその隣接する市町に立地する県営住宅の空き

住戸数などの確認結果を踏まえ、このたび、概ね１０年後の用途

廃止に向けて、移転支援を今年度から開始することが適当と判

断しました。 

 

（３）移転完了までの維持管理計画 

   定期点検や法定修繕及び劣化状況等を考慮した、安全性確保

や居住性の向上に関する修繕など、必要な維持管理を継続して

行っていきます。 

   また、ガス・電気・給水等のライフラインに関する不具合や漏 

水等が発生した場合は、引き続き、県営住宅の管理代行を行って 

いる宮城県住宅供給公社の修繕で対応します。 

 



2 
 

第２ 移転支援プログラム 

 

（１）移転支援実施スケジュール（目安） 

時期 内容 

令和４年度 ・「県営住宅の集約に伴う移転支援の方針」策定 

（令和５年３月１４日） 

令和○年度  

・入居者説明会（○○日・○○日） 

・入居者アンケート《第１回目》（令和○年○月末締切） 

（※１） 

 ○月 

 ○月 

 

 

○月～ 

 

○～○月 

【令和○年度移転希望者】 【その他（未定の方含む）】 

・移転先等に係る個別面談 

          （※２） 

・移転先候補住宅の案内 

（随時相談受付） 

 

・入居者アンケート《第２回目》 

令和○年度  

・移転補償契約 

・移転先の入居手続 

・移転元の退去手続等 

 

 

（随時相談受付） 

 

 

・入居者アンケート《第３回目》 

 ○月～ 

○月～ 

   

○～○月 

令和○年度

以降 
・移転支援（継続） 

令和○年度 ・移転完了（目途） 

 

※１  第１回目の入居者アンケートについては、令和○年○月上

旬にアンケート用紙を郵送しますので、記入後、同封する返信

用封筒で○月末までに返送願います。 

※２ 入居者の方々の移転時期や移転先等に係る意向を踏まえ、

移転支援を進めていきます。 

 ※３ 民間賃貸住宅など、県営住宅以外に移転する場合でも移転

補償費をお支払いしますので、退去前に必ずご連絡ください。 
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（２）移転の支援（移転補償） 

   東北地区用地対策連絡会の補償基準に従い、引っ越し代等を

補償します。 

【移転補償例】※移転補償額は、世帯毎に異なります。 

県営○○住宅から他の県営住宅に移転 

（家族人員５名以内）する場合 

    動産移転補償＋移転雑費補償＝○○○,○○○円（税込み）  

※１ 東北地区用地対策連絡会編「令和○年度版補償金算定標準書」に

準拠。 

※２ 居住面積(○○.○○㎡:○(L)DK）を基準に、移転補償費を算定。 

（ご注意いただきたい点） 

① 移転補償費は、実際に引っ越しをする年度の単価で算定します。 

②  現在の住宅に入居後、ご自分で電話機及びエアコンを設置した 

場合は、その分の移設料が加算されます。 

③ 移転補償契約締結後、契約者の請求により、２／３以内の額を 

前払金として支払い、移転完了後に残金を支払います。 

④ 移転補償費の課税上の主な取扱いとして、動産移転補償など移 

転補償金に該当するものについては、その補償目的に従って支出 

した額を除き、一時所得の金額の計算上、総所得金額に算入され 

ます。 

⑤ 個別面談や移転補償契約締結などの際に、移転補償費のお支払 

い内容等について、具体的にご説明させていただきます。 

 

（３）退去時の修繕費の扱い 

   退去修繕費については、管理及び防犯上必要な鍵や扉、窓ガラ

スを修繕する必要がある場合を除き、原状回復費用は徴収しま

せん。 
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（４）移転先家賃の負担調整（激変緩和措置） 

県営住宅への移転により、現在お住まいの住宅家賃より移転 

先の家賃が上昇する場合、５年かけて段階的に本来家賃にする 

負担調整（激変緩和措置）を行います。 

  市町村営住宅を移転先として希望する場合は、各市町村によ 

り、激変緩和措置に係る適用状況が異なりますので、個別面談等 

の際に、ご説明させていただきます。 

 

【家賃の負担調整例】 

※負担調整額は、現在の家賃と移転先の家賃により世帯毎に 

異なります。 

県営○○住宅から県営○○住宅に移転する場合 

   収入分位○で現在の家賃が○○,○○○円、移転先の本来の家

賃が○○,○○○円の場合。 

 

家賃変動 

イメージ 

       

 

 

 

 

 

年数 現在 
１年目

(1/6) 

２年目

(2/6) 

３年目

(3/6) 

４年目

(4/6) 

５年目

(5/6) 

６年目 

以降 

家賃 ○○円 ○○円 ○○円 ○○円 ○○円 ○○円 ○○円 

調整額 － ○○円 ○○円 ○○円 ○○円 ○○円 － 

 

※  家賃の負担調整については、個別面談等の際に、移転先

の家賃の試算など、具体的にご説明させていただきます。 
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（５）移転元の共益費の扱い 

   本説明会以降、本プログラムに沿って退去等された世帯分の

共益費（共用部電気代、照明器具代、共用水道代及び年２回の草

刈代）については、自治会に対し県が補填します。 

 

（６）生活保護受給者（世帯）の方へ 

      移転先が決まった際、（２）の移転補償費や敷金の金額等につ

いて、速やかに担当のケースワーカーとご相談ください。 

また、移転補償費を移転費用等に充て、残額が出た場合は収 

入として扱われることから、収入認定の対象となり、収入認定 

された翌月以降、支給額が減額されることがあります。 

詳しくは、担当のケースワーカーにご相談ください。 

 

（７）障害基礎年金や特別障害者手当等の受給者の方へ 

上記年金等の受給者、配偶者又は扶養親族に、移転補償費を含

め一定の所得があって、支給限度額を上回る場合は、向こう１年

間に限り支給が制限されることがあります。 

 

（８）移転先の調整にあたっての考え方 

移転先の調整にあっては、以下の事項に、特に配慮させていた

だきます。 

・高齢者等、入居者の状況による低層階への入居希望 

・障害者に配慮した移転先の希望 

・現在の通院・通学先に配慮した移転先の希望 

・単身世帯向けの移転先の希望 

・現在入居している県営住宅の立地する市町村外の公営住宅へ 

の移転希望 

なお、その他の個別事情につきましても、個別面談等の際に 

お聞きした上で、移転先の調整を進めさせていただきます。 
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（９）相談先一覧 

相談内容 相談先 電話番号等 

移転支援全般（移転

先調整・移転補償等）

に関すること 

宮城県土木部 

住宅課住宅支援班 

022-211-3257 

受付時間： 

平日 

8時 30分～17時 15分 

（12時～13時を除く。） 

移転元の退去手続

き・移転先（県営住

宅）の入居手続き等

に関すること 

宮城県住宅供給公社 

住宅管理部入居管理課 

022-224-0014 

受付時間： 

平日 

8時 30分～17時 15分 

 


